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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】可動接点と固定接点との間の接触の安定性を実
現して電極同士の不一致性を消去し、各電極における接
触圧力を補償するによってよりバランスよく安定的な接
続を得、電流が流れる際と電流が切られる際に発生する
バウンスを減少し、電気的安定性性能を改善する。
【解決手段】接触器は、接触器に固定される固定接点と
、接点バネ１２によって可動接点ブラケットに接続され
、可動接点ブラケットの接触器における運動に伴って前
記固定接点との接触が実現される可動接点１１と、を含
み、各可動接点に接続される接点バネにそれぞれ対応し
、可動接点ブラケットに設置され、接点バネの端部に接
続される調節ノブ１３を更に含み、前記調節ノブは、前
記調節ノブを回すことによって、接点バネに対する圧縮
もしくは伸張の調節が実現され、可動接点の接点圧力を
調整する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　接触器に固定される固定接点と、
　接点バネによって可動接点ブラケットに接続され、可動接点ブラケットの接触器におけ
る運動に伴って前記固定接点との接触が実現される可動接点と、
　を含む調節可能な接触器であって、
　各可動接点に接続される接点バネにそれぞれ対応し、可動接点ブラケットに設置され、
接点バネの端部に接続される調節ノブを更に含み、前記調節ノブは、前記調節ノブを回す
ことによって、接点バネに対する圧縮もしくは伸張の調節が実現され、可動接点の接点圧
力を調整可能に設置されることを特徴とする接触器。
【請求項２】
　請求項１に記載の接触器において、
　前記可動接点ブラケットは、複数の可動接点を有することを特徴とする接触器。
【請求項３】
　請求項１に記載の接触器において、
　前記接触器がプリアセンブリングされた後、接点バネごとのオーバーストロークと可動
接点ごとのバウンス時間を測定し、測定された接点バネごとのオーバーストロークの値と
可動接点ごとのバウンス時間の値とに基づき、調節ノブを操作することによって接点バネ
による接点圧力を調節することを特徴とする接触器。
【請求項４】
　請求項３に記載の接触器において、
　調節ノブの操作が完成された後、可動接点ごとのバウンス時間を再度測定することを特
徴とする接触器。
【請求項５】
　請求項４に記載の接触器において、
　可動接点ごとのバウンス時間の再度測定が完成された後、接触器の引寄せ電圧閾値と解
放電圧閾値とに対しテストを行うことを特徴とする接触器。
【請求項６】
　請求項１に記載の接触器において、
　前記調節ノブは、螺旋構造によって接点バネに接続されることを特徴とする接触器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、調節可能な接触器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　通常の接触器において、可動接点と固定接点を接触させることで回路の接続を実現する
。そして、可動接点と固定接点との間の接触圧力は接触器の衝撃電気の安定性に対し非常
に重要である。接触の安定性を確保するためには、ある程度の接触圧力を確保しなければ
ならない。通常、可動接点と固定接点との設計において、ある程度のオーバーストローク
を必要とする。オーバーストロークとは、可動接点が固定接点に接触した後の接点バネの
圧縮ストロークである。オーバーストロークは、接点が電気摩耗された後にもある程度の
接触圧力を維持することができ、それに、接点バネ力によるクッションのため、バウンス
を減少することができ、また、接点がオープンされる際に、可動接点をある程度の初期運
動エネルギーを与えることなどができる。
【０００３】
　オーバーストロークが小さすぎる場合は、電気摩耗された後の接点が持つべき接点圧力
を確保することができず、初期クローズ速度が小さくなり、接触器のオン／オフと動・熱
安定性能に影響を与える。オーバーストロークが大きすぎる場合は、オペレーション機構
のクローズための仕事が増加され、クローズが安定できなくなる。オーバーストロークを
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適宜に設定することによって、接触器に適合な接触圧力を提供することができ、スイッチ
の接触の安定性を確保することができる。
　よって、オーバーストロークの設定は、接触器の性能に対し非常に重要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　実際の製品において、接触器における電極同士のオーバーストロークと接点圧力とが一
致せず、各電極における接触力はアンバランスであり大きいズレが存在する。本考案はこ
の課題に鑑み、各電極における接点圧力を調整し、接点との間の最適な接触力を得るため
に、新型の調節可能な接触器を提案した。これによって、バウンスが減少され、電気的安
定性が向上される。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本考案の一実施例には調節可能な接触器が開示され、前記接触器は、接触器に固定され
る固定接点と、接点バネによって可動接点ブラケットに接続され、可動接点ブラケットの
接触器における並進運動に伴って前記固定接点との接触が実現される可動接点と、を含み
、各可動接点に接続される接点バネにそれぞれ対応し可動接点ブラケットに設置され、接
点バネの端部に接続される調節ノブを更に含み、前記調節ノブは、前記調節ノブを回すこ
とによって、接点バネに対する圧縮もしくは伸張の調節が実現され、可動接点の接点圧力
を調整可能に設置される。
【０００６】
　前記可動接点ブラケットは複数の可動接点を有する。
　前記接触器がプリアセンブリングされ後、接点バネごとのオーバーストロークと可動接
点ごととのバウンス時間を測定し、測定された接点バネごとのオーバーストロークの値と
可動接点ごとのバウンス時間の値に基づき、調節ノブを操作することによって接点バネの
接点圧力を調節する。
【０００７】
　調節ノブの操作が完成された後、可動接点ごとのバウンス時間を再度測定する。
　可動接点ごとのバウンス時間の再度測定が完成された後、接触器の引寄せ電圧閾値と解
放電圧閾値に対しテストを行う。
　前記調節ノブは、螺旋構造によって接点バネに接続される。
【発明の効果】
【０００８】
　本考案における接触器は、
　可動接点と固定接点との間の接触の安定性を実現することと、
　電極同士の不一致性を消去し、各電極における接触圧力を補償するによってよりバラン
スよく安定的な接続が得られることと、
　電流が流れる際と電流が切られる際に発生するバウンスを減少し、電気的安定性性能を
改善することと、
　可動接点と、固定接点と、磁極とへの衝撃を減少し、機械的耐久性性能を改善すること
と、
　電源を切る際の初期速度を増加し、電気的安定性性能を改善することと、
　とのメリットがある。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
　以下の図面を参照して詳しく説明をすることによって、本考案の前記及び/または他の
方面とメリットとがよりはっきりでわかりやすくなる。
【図１】本考案に係る接触器の構造を示す模式図である。
【図２】本考案に係る接触器における可動接点の構造を示す平面図である。
【図３】本考案に係る接触器における調節ノブの構造を示す模式図である。
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【図４】本考案に係る接触器における調節ノブの構造を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　本考案は、可動接点に調節ノブ構造を付加させることで、接点圧力に対する調節が実現
され、接触器における各電極のオーバーストロークと接触圧力とが異なるとの課題を解決
することができる。
【００１１】
　以下、図１から図４を参照して接触器の構造に対し簡単に説明する。
　図１に示すように、接触器における可動接点１１は、可動接点ブラケット１０の接触器
における並進運動によって、接触器に固定される固定接点との接触が実現される。
【００１２】
　図２に示すように、可動接点ブラケット１０において、各電極が対応する可動接点１１
は、接点バネ１２によって可動接点ブラケット１０に接続され、可動接点１１は、可動接
点ブラケット１０の並進運動に伴って接触器における固定接点に近づくまたは固定接点か
ら離れる。可動接点１１が固定接点に接触された後、可動接点ブラケット１０の固定接点
への更なる並進運動に伴い、可動接点１１と可動接点ブラケット１０との間の接点バネ１
２が圧縮され、可動接点１１に逆作用する接点圧力が形成される。
【００１３】
　図３と図４に示すように、本考案に係る接触器は、可動接点において、それぞれの電極
に調節ノブ１３を付加した。前記調節ノブ１３は、可動接点ブラケット１０の接点バネ１
２に接続される端部に設置され、調節ノブ１３を回すことによって、接点バネ１２の長さ
が変更され、接点バネ１２に対する圧縮もしくは伸張の調節が実現され、可動接点１１に
与える接点圧力に対する調節が実現される。前記調節ノブ１３は、例えば、螺旋構造で可
動接点ブラケット１０に接続され、更に接点バネ１２に接続されることによって、接点バ
ネ１２に対する圧縮もしくは伸張の調節を実現する。ここで、他の当該分野で知られてい
る方式で接点バネ１２に対する圧縮もしくは伸張の調節を実現するように調節ノブ１３を
取り付けてもよい。それぞれの電極における接点バネ１２による接点圧力の実際の状況に
よって、それぞれの電極における調節ノブ１３に対し調節を行い、異なる電極との間の接
点圧力の一致性が実現され、電流が流れる際と電流が切られる際との改善された安定性を
得られる。
【００１４】
　実際の操作において、まず、接触器に対しプリアセンブリングするステップ１を行う。
通常の操作において、接触器がプリアセンブリングされた後、引寄せ電圧閾値と解放電圧
閾値とに対しテストを行い、最後に接触器に対し締付けて結合する。本考案に係る接点圧
力を調節する調節ノブ１３が付加された接触器では、接触器がプリアセンブリングされた
後に、接点バネごとのオーバーストロークを測定することによって、各可動接点の接触圧
力を確定するステップ２と、可動接点ごとのバウンス時間を測定するステップ３と、ステ
ップ２及びステップ３で測定された接点バネごとのオーバーストロークの値と可動接点ご
とのバウンス時間の値とに基づき、調節ノブ１３を操作することで接点バネ１２による接
点圧力を調節することによって、電極の接点バネ１２同士の一致性を実現するステップ４
と、接点バネ同士の一致性を得るために、調節ノブの操作が完成された後、可動接点ごと
のバウンス時間を再度測定するステップ５と、を追加して行う必要がある。接点圧力に対
する上記の関連操作が完了された後、通常の操作ステップ、即ち、引寄せ電圧閾値と解放
電圧閾値に対しテストを行い、最後に接触器に対し締付けて結合するステップ６を行う。
【００１５】
　本考案に係る接触器は、可動接点に調節ノブ構造を付加させることによって、簡単な操
作だけで、異なる電極の接点圧力に対する調節が実現され、接点との間の最適な接触力が
得られ、接触器における各電極のオーバーストロークと接触圧力とが異なるとの課題を解
決することができる。よって、接触器の安定性と電気的性能及び耐用年数が改善される。
【００１６】
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　以上は具体的な実施例で本考案の構造と、メリットと、特徴とについて説明した。上記
の説明は、例示的なものに過ぎず、本考案を限定するためのものではない。当業者は、本
考案の主旨と実質とを離脱しなく、様々な相当する変更や置き換えを行うことができる。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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